
 

 

相手の意に反する性的な言動です。 

同性間で行われるものも含まれます。 

例えば 

■性的な冗談や からかい 

■必要もないのに肩や腕にさわる 

■性的な内容の噂を意図的に流す 

■食事やデートにしつこく誘う 

セクハラを受けたら、見かけたら、ご相談ください 

ひとりで悩まず、早めに相談  

カトリック福岡司教区 

セクシュアル・ハラスメント相談窓口 

   電話 080-2694-4182 

   受付時間 月～金（祝日を除く）  

       10:00～12:00 13:00～16:00 

「主があなたと共におられる」（ルカ福音書1章28節） 

１ 相談の秘密、プライバシーは厳守します。安心してご相談ください。 

２ セクハラに当たるかどうか微妙な場合にもご相談ください。 

３ セクハラを受けた本人、保護者、セクハラを見聞きした人など、どなたからの相談も受け付けます。 

４ 女性だけでなく男性からの相談もどうぞ。 

５ まず電話で相談を受け付けますが、内容によっては面談でご相談いたします。 

６ 原則として、相談はカトリック福岡司教区内とさせていただきます。 
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